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千代田区議会議員政治倫理条例の制定を早急、に、求める陳情

.ψy年ヌ月グ日

千代田区議会議長

【陳情趣旨】

千代田区議会自民党議員(当時)と元部長が

半年が過ぎました。

区の公共工事において、公正性・透明性・競争性が求められる入札をゆがめることを再び

起こさないための再発防止策が必要てす。

そのひとつが、政治倫理条例ぞす。全国ては、6q1市区町村が、議員に関する政治倫理条

例を御」定しています(2024.10.2q現在・地方自治研究機構による)。

区議会て'は、20Π年に「(仮称)千代田区議会議員政治倫理条例に関する決議」が議

決され、繰り返し議論されてきたと聞いております。しかし、いまだに制定されていません。

こうした条例が制定されてぃたら、今回のような議員の不当要求は避けられたのてはない

て、しょうか。

現在、区議会においては「契約にかかる不正行為等再発防止特別委員会」が設置されて

おり、活発な論議を期待するところてす。

区議会議員の政治倫理条例を制定イきるのは区議会だけてす。先延ぱしにせず、早急な

実現を求めます。

秋谷こうき様

談合防止法違反の有罪判決を受けて

《政治倫理条伊」とは》

「工業製品に」ISマークがあるように条例は議員の質を保証するためにある。政治倫理条例は
住民が議員らをチェックするためにある。・・そもそも議員は自分たちを縛る条例をつくりオ

力tらない。条例をつくったり、厳格化したりするには住民が機運をつくることが必要だ」

(故・斎藤文雄九州大名誉教授)20lq2.12長崎新聞
収史

チ区哉会第1.す・号
一乞 3.11

X'

砂ぎ,無
【陳情項目】区議会議員政治倫理条例を早急に制定すること

氏 名 住 所


